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法律相談【要予約】予約専用電話　蕁23・4400
　木曜日・第2火曜日　市役所1階市民相談室
　※前日（前日が祝日の場合は前々日）の午前9時から電
話で予約受付。先着8人。相談時間は20分以内。なお、
時間の指定はできません。
一般相談　蕁33・1131
　月～金曜日　午前10時～午後4時30分
　市役所1階市民相談室
交通事故相談　蕁33・1131
　月～金曜日　午前10時～午後4時30分
　市役所1階市民相談室
行政相談　蕁33・1131
　第2月曜日、第4火曜日　午後1時～3時
　市役所1階市民相談室
司法書士相談　蕁33・1131
　第1金曜日　午後1時～3時
　市役所1階市民相談室
土地家屋調査士相談　蕁33・1131
　第3金曜日　午後1時～3時
　市役所1階市民相談室
不動産相談　蕁33・1131
　第2・4金曜日　午後1時～3時
　市役所1階市民相談室
税務相談　蕁33・1131
　第3月曜日　午後1時～3時
　市役所1階市民相談室

特設人権相談　蕁33・1131
　第2・3・4水曜日　午後1時～3時
　市役所1階市民相談室
消費生活相談　蕁33・1131
　月～金曜日　午後1時～4時
　市役所1階消費生活センター
人権相談　蕁33・1131
　月～金曜日　午前9時～午後5時
　市役所1階人権市民協働課相談室
家庭児童相談　蕁33・1131
　月～金曜日　午前9時30分～午後4時
　市役所1階児童福祉課
母子寡婦相談　蕁33・1131
　月・木曜日　午前9時～午後5時
　市役所1階児童福祉課
高齢者総合相談　蕁21・0294
　月～金曜日　午前9時～午後5時15分
　高齢者保健・福祉支援センター（ベルセンター）
心配ごと相談　蕁21・9871
　火曜日　午後1時30分～3時30分
　総合福祉センター
教育・幼児教育相談　蕁31・4460
　月～金曜日　午前9時～午後5時
　教育支援センター
　心の相談ホットライン（蕁26・0005）

医療相談　蕁32・5622
　月～金曜日　午前9時～午後4時　市立病院
防火相談　蕁21・0119
　毎日　午前9時～午後5時　消防本部
労働相談　蕁23・8689
　火～日曜日　午前9時～午後5時
　地域経済課・労働政策担当（勤労青少年ホーム内）
就労相談【要予約】　蕁23・8689
　火～金曜日　午前9時～午後5時
　地域経済課・労働政策担当（勤労青少年ホーム内）
住宅相談　蕁33・1131
　月～金曜日　午前9時～午後5時
　市役所2階まちづくり政策課
福祉なんでも相談（出張窓口）【要予約】蕁33・1131
　第2・４金曜日 午後1時～午後3時
　地域包括支援センター
女性相談（面談は要予約）
　にんじんサロン 蕁21・6500
　火～金曜日　午前10時～午後5時
　人権市民恊働課 蕁33・9208
　月～金曜日　午前9時～午後5時

　　　携帯サイトのQRコード：なお閲覧には、通信料が必要です。→

この広報紙は、再生紙を使用しています。また広報紙が届かない世帯の人は、秘書広報課へお問い合わせください。
本市の情報は、インターネットや携帯サイトからもご覧になれます。
PC　http://www.city.izumiotsu.lg.jp/　　　　携帯　http://www.city.izumiotsu.lg.jp/m/

市役所窓口業務は月～金曜日（土・日曜日、
祝日と 12 月 29 日～1 月 3 日の年末年始を
除く）午前 8 時 45 分から午後 5 時 15 分ま
で行っています。

続泉大津の寺院今昔⑴ 安楽寺
本町の一角に浄土宗知恩院派寺院の清浄山西光院安

楽寺があります。寺伝では、天文年間（1532～1555）
に燈誉良然の中興とされます。燈誉は泉州各地の浄土
宗寺院を数多く建立・再興した高僧です。
元禄4年（1691）の「松平伊賀守領分寺社改帳」に

よれば、安楽寺は春木西福寺の末寺で、開基年は不明
とあります。同帳には、下条大津村の善右衛門という
古老が「昔からの古寺」であるとの証言がみえ、江戸
時代初期には存在していたようです。延宝7年（1679）
の「下条・宇多両大津村絵図」には、現在と同じ場所
に安楽寺が記されていることが確認できます。
また、元禄9年（1696）の「浄土宗寺院由緒書」

(増上寺史料)には「泉郡大津村　清浄山微妙院安楽寺
」とみえ、元禄時代には「微妙院」と称したことがわ
かります。
昭和2年（1927）、安楽寺は火災にあい、多くの什

物が失われましたが、今も寺院内には多くの文化財が
残されています。桃山時代の要素が感じられる本尊の
の阿弥陀三尊像は、火災の際に当時の住職が病身を呈
して救い出したと伝えられています。木像阿弥陀如来
立像は鎌倉時代の作とされ、快慶の法眼時代前期の作
との指摘もある名品で、市の指定文化財に指定されて
います。境内には、中世末期の一石五輪塔も残されて
います。

次回は、続泉大津の寺院今昔⑵をお伝えします。

安楽寺本堂




